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令和 7 年度事業報告 

自 令和 7年 4月 1日 

至 令和 7年 12月 31日 

輸入食品の安全性の確保に対する国民の信託に応え、輸入食品の安全性に係る自主的な

管理体制の確立、人材育成、情報収集及び提供に関する事業を行うことにより、輸入食品

の安全性確保を図り、もって輸入食品に対する国民の信頼性確保と公衆衛生の向上及び増

進に寄与することを目的として以下の事業を実施した。 

＜公益目的事業＞ 

輸入食品の安全性確保のための自主管理体制の確立支援事業 

１．輸入食品衛生管理者養成講習会及び資格更新研修会の開催 

食品事業者は自らの責任において、自らが関与する食品の安全性を確保する社会的責

任を有し、食品衛生法を基幹とする関連法規を遵守する責務が課せられている。そのた

めに食品事業者は法令上の関連知識及び技術を習得し、自己の自主管理体制を構築す

る必要がある。当協会はその取組みを支援するための人材育成事業として、輸入食品衛

生管理者養成講習会及び資格更新研修会を実施した。 

（１）第３４回輸入食品衛生管理者養成講習会の開催

東京会場、大阪会場の２会場で開催した。

＜東京会場＞

期日：令和 7年 10月 29日（水）～10月 31日（金） 

会場：東京ダイヤビル・ＴＤＢホール（東京都中央区新川 1－28－23） 

第１日目 

10:00-10:10 (10’) 

10:10-10:50 (40’) 

休憩 10分 

11:00-12:30 (90’) 

昼食休憩 60分 

13:30-14:30 (60’) 

休憩 10分 

14:40-15:40 (60’) 

休憩 10分 

15:50-16:50 (60’) 

開講挨拶 

輸入食品衛生管理者制度 

食品衛生法等関係法規 

食品等の規格基準 

食品等の規格基準 

輸入食品等の現状 

日本輸入食品安全推進協会常務理事 田口 

同上 

厚生労働省 健康・生活衛生局 

食品監視安全課 

企画法令係長 池田 誠也 氏 

消費者庁 食品衛生基準審査課 

残留農薬等基準審査室長 境 啓満 氏 

同上 

厚生労働省 成田空港検疫所 食品監視課 

輸入食品相談指導室長 八重樫 理典 氏 
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第２日目 

10:00-11:30 (90’) 

 

休憩 10分 

11:40-12:10 (30’) 

昼食休憩 60分 

13:10-14:40 (90’) 

 

 

休憩 10分 

14:50-16:20 (90’) 

食品の表示 

 

 

食品の表示 

 

輸入食品等の安全確保体制 

 

 

 

輸入食品等の届出事務 

消費者庁 食品表示課 

 行政実務研修員 入江 椋麻 氏 

 

同上 

 

厚生労働省 健康・生活衛生局 

食品監視安全課 輸入食品安全対策室  

春藤 千明 氏 

 

厚生労働省 横浜検疫所 食品監視課 

輸入食品相談指導室長 仁藤 章治 氏 

第３日目 

10:00-11:30 (90’) 

 

休憩 10分 

11:40-12:40 (60’) 

 

 

昼食休憩 60分 

13:40-14:40 (60’) 

     休憩 10分 

14:50-15:50 (60’) 

 

 

休憩 20分 

16:10-16:30 (20’) 

16:30-16:40 (10’) 

16:40-16:50 (10’) 

輸入食品等の食品衛生法 

違反事例（監視統計、主な事例） 

 

食品等の安全確保（監視業務） 

 

 

 

食品等の安全確保（監視業務） 

 

理解度チェック 

 

 

 

講評 

閉講挨拶 

修了証書の交付 

 

厚生労働省 東京検疫所 食品監視課 

輸入食品相談指導室長 山端 礼子 氏 

 

厚生労働省 健康・生活衛生局 

食品監視安全課 輸入食品安全対策室 

監視調整係長 山崎 勇貴 氏 

 

同上 

 

厚生労働省 健康・生活衛生局 

食品監視安全課 輸入食品安全対策室 

監視調整係長 山崎 勇貴 氏 

 

同上 

日本輸入食品安全推進協会常務理事田口 

同上 

 

 

 

 

＜大阪会場＞ 

期日：令和 7年 11月 12日（水）～11月 14日（金）  

会場：大阪府社会福祉会館 405号室 （大阪府大阪市中央区谷町 7-4-15） 

第１日目 

10:00-10:10 (10’) 

10:10-10:50 (40’) 

休憩 10分 

11:00-12:30 (90’) 

 

 

昼食休憩 60分 

 日本輸入食品安全推進協会常務理事田口 

同上 

 

厚生労働省 健康・生活衛生局 

食品監視安全課 

企画法令係長 池田 誠也 氏 
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13:30-14:30 (60’) 

 

休憩 10分 

14:40-15:40 (60’) 

休憩 10分 

15:50-16:50 (60’) 

 

消費者庁 食品衛生基準審査課 

課長補佐 宮川 賢之 氏 

 

同上 

 

厚生労働省 神戸検疫所 食品監視課         

輸入食品相談指導室長 田原 麻子 氏 

 

第２日目 

10:00-11:30 (90’) 

 

休憩 10分 

11:40-12:10 (30’) 

昼食休憩 60分 

13:10-14:40 (90’) 

 

 

休憩 10分 

14:50-16:20 (90’) 

食品の表示 

 

 

食品の表示 

 

輸入食品等の安全確保体制 

 

 

 

輸入食品等の届出事務 

消費者庁 食品表示課 

食品衛生係 佐野 里奈 氏 

 

同上 

 

厚生労働省 健康・生活衛生局 

食品監視安全課 輸入食品安全対策室  

監視調整係長 山崎 勇貴 氏 

 

厚生労働省 大阪検疫所 食品監視課 

輸入食品相談指導室長 平野 実生 氏 

第３日目 

10:00-11:30 (90’) 

 

休憩 10分 

11:40-12:40 (60’) 

 

 

昼食休憩 60分 

13:40-14:40 (60’) 

   休憩 10分 

14:50-15:50 (60’) 

休憩 10 分 

16:00-16:20 (20’) 

16:20-16:30 (10’) 

16:30-16:40 (10’) 

 

輸入食品等の食品衛生法 

違反事例（監視統計、主な事例） 

 

食品等の安全確保（監視業務） 

 

 

 

食品等の安全確保（監視業務） 

 

理解度チェック 

 

講評 

閉講挨拶 

修了証書の交付 

 

厚生労働省 関西空港検疫所 食品監視課 

輸入食品監督官 勝部 宗幸 氏 

 

厚生労働省 健康・生活衛生局 

食品監視安全課 輸入食品安全対策室  

監視調整係長 山崎 勇貴 氏 

 

同上 

 

同上 

 

同上 

日本輸入食品安全推進協会常務理事田口 

同上 
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＜受講者＞ 

 

東京会場  

             今年度 前年度 増減 

会員 ４５名 ４２名 ３名 

非会員 ６３名 ７５名 △１２名 

計 １０８名 １１７名 △９名 

 

大阪会場 

                 今年度 前年度 増減 

会員 ３名 ３名 ０名 

非会員 １１名 １７名 △６名 

計 １４名 ２０名 △６名 

 

合 計 

 今年度 前年度 増減 

会員 ４８名 ４５名 ３名 

非会員 ７４名 ９２名 △１８名 

計 １２２名 １３７名 △１５名 

 

（２）令和７年度輸入食品衛生管理者資格更新研修会の開催（オンライン講座） 

資格更新のための研修会をオンラインで開催した。 

〇講座内容 

Ⅰ 最近の食品衛生行政Ⅰ ６０分 

消費者庁 食品衛生基準審査課 

添加物係 黒﨑 亮 氏 

 

Ⅱ 最近の食品衛生行政Ⅱ ６０分 

厚生労働省 健康・生活衛生局 食品監視安全課 輸入食品安全対策室 

衛生専門官 矢川 雅崇 氏 

 

Ⅲ 最近の食品表示行政 ６０分 

消費者庁 食品表示課 

行政実務研修員 入江 椋麻 氏 

 

〇動画配信期間 令和７年 10月 21日～11月 20 日 

 

〇受講者４６６名（前年度４８９名） 
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２．食品事業者セミナーの開催 

食品事業者を対象として食品全般に関する専門的知識、技能の啓発及び普及を図るた

めのセミナーをオンラインで開催した。 

 

〇講座内容 

講座Ⅰ 「PFASに関する国内外の規制と事業者として取り組むべきこと」 ６０分 

一社）Food Communication Compass 

代表 森田 満樹 氏 

 

講座Ⅱ 「輸入食品の最近の違反事例およびその対策」 ６０分 

厚生労働省 成田空港検疫所 食品監視課 

輸入食品監督官 柏原 かおり 氏 

 

〇動画配信期間 令和７年 9月 24日～10月 20 日 

 

〇受講者１９６名（前年度２７７名） 

 

 

３．輸入食品の情報収集と提供及び相談 

輸入食品に係る関係者に正しい情報を提供することにより、安全な輸入食品の確保に

寄与することを目的として下記事業を実施した。 

 

（１）協会ホームページに輸入食品に関する情報や ASIF情報及び協会情報を掲載 

・ASIF情報：159通（情報項目総数 312件）（前年度 142通 242 件） 

・協会情報：定款、関連規程（定款の運用規程、会費規程、役員報酬規程）、 

役員一覧、会員一覧、事業・決算報告、事業計画・予算ほか 

・4月－3月のページビュー 281,240 （前年度 225,503）  

 

（２）講習会リーフレット、協会リーフレット等の配布 

・リーフレット類を各検疫所、地方自治体、会員、管理者等へ送付 

（３）出版物の編著 

・「食品添加物インデックス PLUS第７版」（令和 7年 11月発行） 

・「新訂Ｑ＆Ａ食品輸入ハンドブック第３版」 

 

（４）食品輸入や安全性確保に関する問い合わせや相談に対応 

 

（５）ifia JAPAN 2025（国際食品素材／添加物展・会議）出展 

展示会の後援団体として名義を提供しブースを出展した。 

日程 令和 7年 5月 21日（水）～23日（金） 

場所 東京ビッグサイト 
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４．輸入食品の手続きの迅速化及び円滑化の推進 

輸入食品の輸入手続きの迅速化や円滑化を推進するため下記事業を実施した。 

 

（１）輸入食品衛生管理者の FAINS システム登録と抹消（資格喪失者）手続きを横浜検疫

所輸入食品中央情報管理官に依頼 

 

（２）輸入食品等安全情報登録事業については実績無し 

 

 

５．食品の安全性確保に関する調査や情報交換ほか 

食品全般の安全性確保に関する情報収集や提供を目的に行政機関や関連団体と連携

して下記活動を実施した。 

 

（１）厚生労働省厚生科学審議会食品衛生監視部会の委員として森理事（（株）明治）が参

画 

（２）東京都食品安全審議会の委員として当協会蒲生事務局長が参画 

（３）消費者庁食品衛生基準審議会の委員として味の素（株）のシニアマネージャーが参

画 

（４）熊本県、くまもと食の安全安心県民会議主催（共催：消費者庁、厚生労働省）の「令

和７年度 食の安全セミナー」での「輸入食品の安全性確保の取組について」の講師

派遣の相談を受け、（株）明治を推薦 

（５）厚生労働省主催の輸入食品の安全確保に関する意見交換会（リスクコミュニケーシ

ョン）での事業者講演の推薦依頼を受け、ハウス食品グループ本社（株）を推薦 

（６）輸入冷凍野菜品質安全協議会（凍菜協）判定委員会へ田口常務理事が出席 

 

 

 

 

＜その他の事業＞ 

輸入食品等の関連事業者である会員相互の情報交換事業 

１．会員向けに ASIF 情報を発信及びホームページに掲載 

（１）ASIF情報を会員に発信 

・4月－3月発信回数：159回 情報項目総数：312件（前年度 142回 242件） 

 

（２）会員限定サービスとしての「中国食品添加物対比表」掲載 

・中国名（ピンイン）検索版 

・ＣＮＳ検索版 

・ＩＮＳ検索版 

・中国食品添加物使用標準 GB2760-2024原文 
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２．勉強会・情報交換会の開催 

（１）第１回 令和 7年 4 月 17日（木） 14:00～15:30  

オンラインによるライブ講演及び動画配信 

 演題：令和７年度輸入食品監視指導計画について  

講師：厚生労働省 健康・生活衛生局 食品監視安全課 輸入食品安全対策室 

監視調整係長 山崎 勇貴 氏 

        会場：協会事務所 

    参加者：３６名 

    配信期間：令和 7 年 4月 18日～5月 1日 

 

（２）第２回 令和 7年 6 月 18日(水) 14:00～15:30   

対面とオンラインのハイブリッドによるライブ講演及び動画配信 

 演題：食品期限表示の設定のためのガイドラインの改正について  

講師：消費者庁 食品表示課 

 課長補佐 多田 剛士 氏 

        会場：協会事務所 

    参加者：８８名 

    配信期間：令和 7 年 6月 19日～7月 10日 

 

（３）第３回 令和 7年 7 月 3日(木) 13:30～16:00 

 内容：横浜検疫所、輸入食品・検疫検査センター見学  

講師：厚生労働省 横浜検疫所 食品監視課 輸入食品相談指導室長 

    仁藤 章治 氏 

   厚生労働省 横浜検疫所 輸入食品・検疫検査センター 副統括検査官 

髙橋 浩明 氏 

    参加者：１０名 

     

（４）第４回 令和 7年 9 月 12日(金) 14:00～16:30   

ワークショップ形式による開催 

内容：輸入食品の違反事例の原因調査と再発防止について  

講師：厚生労働省 成田空港検疫所 食品監視課 輸入食品相談指導室長 

八重樫 理典 氏 

会場：協会事務所 

参加者：１０名 
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＜協会運営＞ 

１．理事会及び定時社員総会の開催 

（１）第４６回理事会  

開催方法：対面開催 

日時：令和 7年 5月 14日（水） 10:30～11:30 

場所：日本教育会館 ７０４号室 

   東京都千代田区一ツ橋 2－6－2  

出席理事９名／１３名、出席監事２名／２名    

議案審議：全ての議案について異議なく承認された 

第１号議案 令和 7年度定時社員総会へ付議すべき事項の承認の件 

【令和 7年度定時社員総会議案書】 

第１号議案 令和 6年度事業報告書承認の件 

第２号議案 令和 6年度計算書類・同監査報告書承認の件 

第３号議案 運転資金振替承認の件 

第４号議案 役員選任の件 

第５号議案 役員の報酬等及び費用に関する規程変更承認の件 

報告事項 

報告－１ 令和 7年度事業計画 

報告－２ 令和 7年度収支予算 

報告－３ 職員の定年に関する規程変更 

報告事項 

報告－１ 代表理事及び常務理事業務執行状況 

 

（２）定時社員総会  

開催方法：対面開催 

日時：令和 7年 6月 5日（水） 16:00～17:00 

場所：日比谷スカイカンファレンス Room A 

東京都港区西新橋１－１－１（日比谷フォートタワー 11階） 

出席会員：５１社（うち議決権行使書３１社）／会員総数７１社 

出席役員：理事１３名／１３名、監事２名／２名 

議案審議：全ての議案について異議なく原案どおり承認された 

第１号議案 令和 6年度事業報告書承認の件 

第２号議案 令和 6年度計算書類・同監査報告書承認の件 

第３号議案 運転資金振替承認の件 

第４号議案 役員選任の件 

第５号議案 役員の報酬等及び費用に関する規程変更承認の件 

報告事項 

報告－１ 令和 7年度事業計画 

報告－２ 令和 7年度収支予算 

報告－３ 職員の定年に関する規程変更 
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（３）臨時理事会 

開催方法：理事会決議の省略による議決（令和 7年 7月 23日付で承認可決） 

理事会の決議があったものとみなされた事項の内容 

第１号議案 新入会員１社承認の件 

株式会社ラクト・ジャパンが令和 7 年 8月 1日付で承認された。 

 

（４）第４７回理事会 

開催方法：対面開催 

日時：令和 8年 2月 24日（金） 15:00～16:00 

場所：日本教育会館 ７０４号室 

   東京都千代田区一ツ橋 2－6－2  

出席理事１０名／１３名、出席監事２名／２名    

議案審議：全ての議案について異議なく承認された 

第１号議案 令和８年度事業計画承認の件 

第２号議案 令和８年度収支予算承認の件 

報告事項 

報告－１ 令和７年度事業中間報告 

報告－２ 令和７年度収支決算見込み 

報告－３ 新公益法人制度への対応について 

報告－４ 内閣府立入検査報告 

報告－５ 代表理事及び常務理事業務執行状況報告 

 

 

２．運営委員会の開催 

（１）第１８６回運営委員会の開催 

開催方法：ウェブ会議（Zoom）により開催 

日時：令和 7年 4月 22日（火）15:00～16:30 

出席委員：９社／１３社 

討議内容：第４６回理事会の上程議案書の説明と討議 

 

（２）第１８７回運営委員会の開催 

開催方法：対面開催 

日時：令和 8年 2月 13日（金）15:00～16:30 

出席委員： ８社／１３社 

討議内容：第４７回理事会の上程議案書の説明と討議 
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３．令和７年度 情報交換会の開催 

開催日時 令和 7年 6 月 5日（木）17：15～18：45 

開催場所 日比谷スカイカンファレンス Room B 

東京都港区西新橋 1-1-1（日比谷フォートタワー11階） 

参加者 協会理事・監事 15名 

協会会員 27名 

報道  1名 

厚生労働省  5名 

東京検疫所  2名 

成田空港検疫所  1名 

消費者庁  5名 

協会スタッフ   4名 

合計 60名 

４．会員動態

（１）会員数

○令和 7年 3月 31日時点会員数

正会員  ７１社 

賛助会員    １社 

○正会員退会

令和 7年 4月 1日付  株式会社セブン＆アイ ホールディングス 

令和 7年 8月 31日付 ユーロフィン QKEN 株式会社

〇正会員入会１社 

令和 7年 8月 1日付 株式会社ラクト・ジャパン 

○令和 8年 3月 31日時点会員数

正会員  ７０社 

賛助会員    １社 

（２）会員名称変更 １社

令和８年３月１日付

Umios株式会社（旧社名 マルハニチロ株式会社）



12 

５．事業活動に関する重要な事項について（認定法施行規則第４６条第１項第３号） 

（１）寄附を受けた財産の額

使途の定めのある寄付及び使途の定めの内寄付は受けていない

（２）金融資産の運用収入の額

定期預金並びに普通預金の受取利息として 107,430 円

（３）資産、負債及び期末純資産の額

資産額 53,180,246 円 

負債額 6,943,644 円 

期末純資産額 46,236,602 円 

うち公益目的事業会計の 

純資産額 
28,834,545 円 

（４）他の団体の意思決定に関与することができる財産保有の有無

保有していない

（５）関連当事者との取引に関する事項及びその明細

該当なし

（６）海外への送金に関する事項

海外送金等取引はない

６．運営体制の充実をはかる取組（認定法施行規則 第 53条第 2項） 

自律的ガバナンス、透明性確保について、以下を複数でチェック 

(1) 定款記載条項に不備がないか 

内閣府発信の定款モデルと

の読み合わせを実施。加筆

修正が必要な条項は令和 8

年度定時社員総会で審議予

定。 

(2) 

公益目的事業の種類又は内容、収益事業

等の内容について認定申請書の記載の通

りで変更していないか 

認定法第 11 条、

第 13 条 
○（変更なし）

(3) 
経理処理・財産管理は適正に行われてい

るか 
ガイドライン 

○（問題ない）

資金運用規程・会計処理規

程に基づき適正に管理・処

理している

(4) 

資産運用を含む重要な取引や契約は、法

人の役員による適切な関与の下、適切に

行っているか 

法人法第 84 条、

92 条、ガイドラ

イン

○（問題ない）
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(5) 

公益目的事業に係る経理、収益事業等に

係る経理、法人運営に係る経理を区分し

ているか 

認定法第 19 条、

認定規則第 42

条、第 43 条 

○（問題ない）

(6) 
役員の報酬について支給の基準を定め、

それに従って報酬を支給しているか 

認定法第 19 条、

認定規則第 42

条、第 43 条 

○（問題ない）

(7) 

役員及び職員はどのような内規があるか

理解し、規程に沿った業務を行っている

か 

認定法第 19 条、

認定規則第 42

条、第 43 条 

○（問題ない）理事会での

審議や監査の際に関連法

規、定款、内規を再確認し

ている。決算資料、議案書

作成時は事務局内でダブル

チェックを行っている。

(8) 

理事総数の３分の一を超えて、特別利害

関係にある者、他の同一団体の理事等は

就任していないか 

認定法第 5 条 10

号、第 11 号、 

認定法第 18 条 

○（問題ない）

該当者 0名

(9) 

監事総数の３分の一を超えて、特別利害

関係にある者、他の同一団体の理事等は

就任していないか 

認定法第 5 条 

10 号、第 11 号 

○（問題ない）

該当者 0名

(10) 理事と監事の間に特別利害関係はないか 
認定法第５条 

第 12 号 
○（問題ない）

(11) 外部理事は設置しているか 

認定法第５条第

１５号、認定令

第７条、認定規

則第４条 

○（問題ない）

外部理事 1 名

(12) 外部監事は設置しているか 

認定法第５条第

１６号、認定規

則第５条 

○（問題ない）

令和 8年度定時社員総会ま

で猶予期間

(13) 

社員総会は適切に開催し、招集・決議等

の手続は適正に行っているか 

また、社員総会は法令等で定められた事

項に係る決定等を行っているか 

法人法第 35～59

条、第 63 条、 

第 173～196 条等 

○（問題ない）

(14) 

理事会は適切に開催し、招集・決議等の

手続は適正に行っているか 

また、理事会は法令等で定められた事項

に係る決定等を行っているか 

法人法第 38 条、 

第 90～98 条、 

第 181 条等 

○（問題ない）

(15) 

理事は法人の業務上の意思決定に参画

し、代表理事等の職務執行を適切に監視

しているか 

法人法第 53 条、

第 83～85 条、 

第 91～92 条、 

第 197 条等 

○（問題ない）

(16) 理事・監事は欠格事由に該当しないか 
認定法第 6 条 

第 1 号 

○（問題ない）

就任予定者には事前に確認

書を提出いただき該当しな

いことを確認している
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(17) 監事は経理的基礎を有しているか 
認定法第 5 条 

第 2 号 

○（問題ない）

ともに経理部署での直接の

経験はないが、出向先の事

業会社社長としての経理の

管理経験、又は部門長とし

ての経理の管理経験がそれ

ぞれ 5年以上ある

(18) 
監事は理事の職務の執行を適切に監査し

ているか 

法人法第 53 条、

第 99～104 条、 

第１24 条、 

第 190 条等 

○（問題ない）

監事が理事会を欠席した回

数 0回

(19) 備置き書類は整備されているか 

○（問題ない）

閲覧請求別備置き書類リス

トによるチェックを行った

(20) 情報開示は適切に行われているか 

○（問題ない）

定款、関連規程（定款の運

用規程、会費規程、役員報

酬規程）、役員一覧、会員

一覧、事業・決算報告、事

業計画・予算ほかを開示し

ている




